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神田警察通り道路整備二期工事に伴うイチョウの保存についての陳情 
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千代田区議会議長秋谷こうき様

陳情内容

1.残されたイチョウの木を保存してぃただきたい

工事により多くの樹木が伐採される中、唯一残されたこのイチョウの木にっいては、地域
の景観や環境を守る観点からも、何らかの形で生かしてぃただきたく存じます。

2.移植による保存のご検討

やむを得ず現在の場所での保存が難しい場合には、近隣の「植えマス」等の九きスペース
への移植を積極的にご検討いただきたいと考えます。

3.区民・区議会との協議による決定を

移植や保存の可否にっいては、区の一存で決定するのではなく、区当△や地域住民と十分
に協議の上、透明性のある形でご判断いただきたくぉ願い申し上げます。

本陳情は、特定の賛否を問うものではなく、千代田区の今後のまちづくりゃ戸ザ保全の観点
から、より良い方向性を望むものであります。

何卒ご高配のほど、よろしくぉ願い申し上げます。

神田警察通り道路整備二期工事に伴うイチョウの保存にっいての陳情

陳情者
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